
旧（平成22年3月23日認定） 新（平成24年1月31日変更申請） 

１～３            （略） 

４．地域再生計画の目標 

（略） 

蛇浦漁港は、下北半島の北西部に位置し、地区人口６０８人に対して漁業就労

者が２４％（１４７人）を占め、水産業が地域経済の基盤を成しているが、近年

魚価の低迷、船の燃料の高騰から漁業所得が減少し、担い手となる若年労働力は

他地域や他産業に流出し、漁業者の高齢化等に拍車がかかっている現況にある。

本港は、漁船１７０隻が利用しているが、キール船（航行時の安全性が高く吃水

が深い）１１隻（４ｔ～１０ｔ）に対応した水深の岸壁が無く、防波堤等を利用

しているため、効率的な作業が出来ない状況となっている。また、台風等の激浪

時には防波堤からの越波による漁船被害が発生しているため、係留状況等の見回

りの作業が漁業者の負担となっている。加えて、泊地、航路が浅いため干潮時（干

満差１．３ｍ）の入出港に制限を受けており、船底の接触事故も発生している。 

（略） 

 

 

 

 

 （目標２）尻屋岬港において、防波堤延伸により港内（２号岸壁前面）静穏度を

７６．１％から７８．０％に向上させる。（Ｈ２７以降） 

 

 

 

 

４．地域再生計画の目標 

（略） 

蛇浦漁港は、下北半島の北西部に位置し、地区人口６０８人に対して漁業就労

者が２４％（１４７人）を占め、水産業が地域経済の基盤を成しているが、近年

魚価の低迷、船の燃料の高騰から漁業所得が減少し、担い手となる若年労働力は

他地域や他産業に流出し、漁業者の高齢化等に拍車がかかっている現況にある。

本港は、漁船１７０隻が利用しているが、キール船（航行時の安全性が高く吃水

が深い）１１隻（４ｔ～１０ｔ）に対応した水深の岸壁が無く、防波堤等を利用

しているため、効率的な作業が出来ない状況となっている。また、台風等の激浪

時には防波堤からの越波による漁船被害が発生しているため、係留状況等の見回

りの作業が漁業者の負担となっているうえ、津波に対するための外郭施設の安全

性不足が懸念されている。加えて、泊地、航路が浅いため干潮時（干満差１．３

ｍ）の入出港に制限を受けており、船底の接触事故も発生している状況であり、

津波時の迅速な避難の大きな妨げとなっている。特に、蛇浦漁港背後集落を通る

道路は国道２７９号のみであり、災害時の孤立化が懸念されており、代替性と防

災性に優れた海上交通機能の確保が求められている。 

（略） 

 （目標２）尻屋岬港において、防波堤延伸により港内（２号岸壁前面）静穏度を 

７６．１％から７９．５％に向上させる。（Ｈ２８以降） 

（略） 

（目標５）防災対策として、蛇浦漁港において、①津波からの避難を安全に行う

ための航路・泊地の確保し、安全な避難が可能な漁船隻数を２２隻か



 

 

 

 

５．目標を達成するための事業 

５－１ 全体の概要 

青森県下北地域の安全で安心な港づくりを行うために、大湊港は老朽化した係

留施設や臨港交通施設の整備による安全で効率的な施設の利用、尻屋岬港は外郭

施設整備による荷役効率向上を目指し、蛇浦漁港、浜奥内漁港は、外郭施設、係

留施設、水域施設の整備による漁業活動の安全性及び効率性向上を図り、港湾・

漁港従事者が安全で安心して利用できる環境を整える。   

 

 

 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

           （略）    

   [事業期間] 

    ・港湾施設  平成22年度～平成26年度 

・漁港施設  平成22年度～平成26年度 

            

    [港整備交付金の総事業費] 

         ・総事業費2,690,000千円（うち交付金1,218,000千円） 

     ・港湾施設1,270,000千円（うち交付金  508,000千円） 

ら３８隻に増加する。②津波等から漁船及び水産関係施設を保全する

ため、安全性を備えた防波堤等の整備割合を４９．８％から１００％

に向上させる（Ｈ２６以降） 

 

５．地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

青森県下北地域の安全で安心な港づくりを行うために、大湊港は老朽化した係

留施設や臨港交通施設の整備による安全で効率的な施設の利用、尻屋岬港は外郭

施設整備による荷役効率向上を目指し、蛇浦漁港、浜奥内漁港は、外郭施設、係

留施設、水域施設の整備による漁業活動の安全性及び効率性向上を図り、港湾・

漁港従事者が安全で安心して利用できる環境を整える。 

また、防災対策として、蛇浦漁港において外郭施設、水域施設の整備により、

代替性と防災性に優れた海上交通機能を確保し、地域産業の振興と併せて安全・

安心な地域づくりを図る。 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

              （略） 

[事業期間] 

    ・港湾施設  平成22年度～平成27年度 

・漁港施設  平成22年度～平成26年度 

 

[港整備交付金の総事業費] 

・総事業費2,890,000千円（うち交付金1,298,000千円） 

     ・港湾施設1,470,000千円（うち交付金  588,000千円） 



     ・漁港施設1,420,000千円（うち交付金  710,000千円） 

 

６．計画期間 

  平成２２年度～平成２６年度（５ヶ年） 

 

７. 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  計画終了後に、４に示す目標に照らし調査、評価し県が公表する。また、必要

に応じて事業の内容の見直しを図るために、県で構成する｢公共事業再評価委員

会｣で施設の整備状況等について評価・検討を行う。 

 

８. 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・漁港施設1,420,000千円（うち交付金  710,000千円） 

 

６．計画期間 

   平成２２年度～平成２７年度（６ヶ年） 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  青森県は、計画終了後に、４に示す目標に照らし調査、評価し公表する。ま 

た、必要に応じて事業の内容の見直しを図るために、学識経験者等で構成する 

第三者委員会｢公共事業再評価等審議委員会｣で施設の整備状況等について評 

価・検討を行う。 

８．＜ 削除 ＞ 

 


